
�

補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
交
付
期
間
を
定
め
る
こ
と
。

す
べ
て
の
補
助
金
等
の
交
付
期
間
は
、
最
長
３
年
と
す

る
。補

助
金
交
付
要
綱
は
、
毎
年
見
直
し
、
制
定
す
る
。

�

目
的
が
達
成
さ
れ
た
事
業
や
自
立
が
認
め
ら
れ
る
団

体
で
な
い
こ
と
。

事
業
の
目
的
が
既
に
達
成
さ
れ
た
も
の
な
ど
は
、
そ
の

補
助
を
廃
止
す
る
。

補
助
金
等
の
額
が
決
算
額
の
１０
％
に
満
た
な
い
も
の
は
、

補
助
金
等
が
な
く
て
も
自
主
運
営
に
支
障
が
な
い
と
判
断

し
、
そ
の
補
助
を
廃
止
す
る
。

�

国
・
県
等
の
補
助
に
伴
う
補
助
金
等
の
終
期
は
、
国
・

県
等
に
合
わ
せ
る
こ
と
。

国
や
県
等
の
補
助
を
受
け
た
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
そ

の
補
助
期
間
の
終
了
の
時
点
で
町
の
補
助
も
廃
止
す
る
。

国
・
県
等
の
補
助
基
準
額
の
変
更
に
応
じ
、
町
の
補
助

基
準
を
見
直
す
。

�

同
一
又
は
類
似
目
的
の
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
整

理
・
統
合
を
図
る
こ
と
。

同
じ
事
業
、
目
的
を
も
っ
た
団
体
等
に
対
し
、
複
数
の

補
助
等
が
重
複
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
減
額
又

は
廃
止
す
る
。

４

そ
の
他

限
ら
れ
た
財
源
の
中
、
新
た
な
事
業
に
対
し
補
助
金
等

を
交
付
す
る
場
合
は
、
既
存
の
事
業
の
見
直
し
を
行
い
、

そ
の
財
源
を
新
た
な
事
業
に
あ
て
る
こ
と
を
基
本
と
す
る
。

�

補
助
金
等
の
財
源
内
訳

松
前
町
が
平
成
１５
年
度
に
交
付
し
た
補
助
金
等
の
合
計

額
は
、
１
億
５
、７
９
８
万
円
で
あ
り
、
そ
の
財
源
内
訳
は
、

国
庫
補
助
金
が
全
体
の
１４
・
６
％
、
２
、３
０
３
万
円
、
県

補
助
金
が
１４
・
９
％
、
２
、３
５
７
万
円
、
一
般
財
源
が
７０
・

５
％
、
１
億
１
、１
３
７
万
円
と
な
っ
て
い
ま
す
。

町
の
一
般
財
源
か
ら
の
支
出
が
全
体
の
７
割
以
上
を
占

め
て
い
ま
す
。

�

補
助
金
等
の
交
付
開
始
別
の
内
訳

補
助
金
等
の
交
付
開
始
別
の
内
訳
で
は
、
５
年
以
内
に

交
付
を
開
始
し
た
事
業
が
３４
件
、
８
、９
１
２
万
円
で
、
全

体
の
５６
・
４
％
、
６
年
〜
１０
年
の
間
は
１６
件
、
５
、２
７
５

万
円
で
３３
・
４
％
、
１１
年
以
上
は
１９
件
、
１
、６
１
０
万
円

で
１０
・
２
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
企
画
財
政
課
行
政
改
革
推
進
班

�
９
８
５
―
４
１
０
１

補助金の交付状況について

松前町において平成１５年度に交付した補助金は、事業６９件、補助金
の総額は１億５，７９８万円となっています。

（単位：千円、％）

割合

５６．４

３３．４

１０．２

１００．０

計

８９，１２９

５２，７５１

１６，１０２

１５７，９８２

一般財源

４６，７７２

５２，７５１

１１，８５４

１１１，３７７

７０．５

県補助金

２０，９９９

０

２，５７３

２３，５７２

１４．９

国庫補助金

２１，３５８

０

１，６７５

２３，０３３

１４．６

件数

３４

１６

１９

６９

交付経過年数

５年以内

６年～１０年

１１年以上（不明を含む）

計

（割合）
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